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内

閣

府
、
総

務

省
、
財

務

省
、

○
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第

号

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環

境

省

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項

第
四
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
七
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法

律
第
三
十
二
条
第
二
項
第
四
号
イ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
分
野
等
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

名

総
務
大
臣

名

財
務
大
臣

名

文
部
科
学
大
臣

名

厚
生
労
働
大
臣

名

農
林
水
産
大
臣

名

経
済
産
業
大
臣

名

国
土
交
通
大
臣

名
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環
境
大
臣

名

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
二
項
第
四
号
イ
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
業
分
野
等
に
関
す
る
命
令

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
六
年
経

済
産
業
省
令
第
三
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
分
野
及
び
事
業
活
動
）

第
二
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
分
野
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一

洋
紙
製
造
業
（
主
と
し
て
木
材
パ
ル
プ
、
古
紙
そ
の
他
の
繊
維
か
ら
洋
紙
（
新
聞
巻
取
紙
、
印
刷
用
紙
、
情
報
用
紙
、

包
装
用
紙
、
衛
生
用
紙
及
び
雑
種
紙
を
い
う
。
）
を
製
造
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

板
紙
製
造
業
（
主
と
し
て
木
材
パ
ル
プ
、
古
紙
そ
の
他
の
繊
維
か
ら
板
紙
（
ラ
イ
ナ
ー
、
中
し
ん
紙
、
白
板
紙
、
黄
板



- 3 -

紙
、
色
板
紙
及
び
雑
板
紙
を
い
う
。
）
を
製
造
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

三

ソ
ー
ダ
工
業
（
塩
水
を
電
気
分
解
し
、
か
性
ソ
ー
ダ
、
塩
素
及
び
水
素
を
製
造
す
る
電
解
ソ
ー
ダ
事
業
並
び
に
ソ
ー
ダ

灰
及
び
塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム
を
製
造
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

四

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
製
造
業
（
オ
イ
ル
フ
ァ
ー
ネ
ス
法
に
よ
り
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
を
製
造
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）

五

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
（
主
と
し
て
ナ
フ
サ
か
ら
石
油
化
学
系
基
礎
製
品
及
び
そ
の
誘
導
品
を
製
造
す
る
事
業
（

発
酵
工
業
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

六

石
油
精
製
業
（
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
五
項
に
定
め
る

石
油
精
製
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

七

ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
主
と
し
て
天
然
ゴ
ム
、
合
成
ゴ
ム
、
配
合
剤
又
は
構
造
材
か
ら
ゴ
ム
製
品
を
製
造
す
る
事
業
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

八

板
ガ
ラ
ス
製
造
業
（
主
と
し
て
珪
砂
、
ソ
ー
ダ
灰
又
は
苦
灰
石
か
ら
フ
ロ
ー
ト
ガ
ラ
ス
、
型
板
ガ
ラ
ス
、
磨
き
板
ガ
ラ

ス
、
合
わ
せ
ガ
ラ
ス
、
強
化
ガ
ラ
ス
そ
の
他
加
工
ガ
ラ
ス
を
製
造
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
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九

ガ
ラ
ス
び
ん
製
造
業
（
主
と
し
て
珪
砂
、
ソ
ー
ダ
灰
、
石
灰
石
又
は
カ
レ
ッ
ト
か
ら
ガ
ラ
ス
び
ん
（
中
身
を
密
封
、
保

存
及
び
輸
送
す
る
た
め
の
も
の
（
ホ
ウ
素
又
は
鉛
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
製
造
す
る
事
業
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十

セ
メ
ン
ト
製
造
業
（
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｒ
五
二
一
〇
）
、
高
炉
セ
メ
ン
ト
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｒ
五
二
一
一
）

、
シ
リ
カ
セ
メ
ン
ト
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｒ
五
二
一
二
）
又
は
フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
セ
メ
ン
ト
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｒ
五
二
一
三
）
を
製
造
す
る

事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
一

石
灰
製
造
業
（
主
と
し
て
石
灰
石
又
は
ド
ロ
マ
イ
ト
か
ら
生
石
灰
、
消
石
灰
、
軽
焼
ド
ロ
マ
イ
ト
そ
の
他
石
灰
を
製

造
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
二

高
炉
に
よ
る
製
鉄
業
（
高
炉
に
よ
り
銑
鉄
を
製
造
し
、
製
品
を
製
造
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
三

電
炉
に
よ
る
普
通
鋼
製
造
業
（
電
気
炉
に
よ
り
粗
鋼
を
製
造
し
、
圧
延
鋼
材
を
製
造
す
る
事
業
（
高
炉
に
よ
る
製
鉄

業
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
四

電
炉
に
よ
る
特
殊
鋼
製
造
業
（
電
気
炉
に
よ
り
粗
鋼
を
製
造
し
、
特
殊
鋼
製
品
（
特
殊
鋼
圧
延
鋼
材
、
特
殊
鋼
熱
間

鋼
管
、
冷
け
ん
鋼
管
、
特
殊
鋼
冷
間
仕
上
鋼
材
、
特
殊
鋼
鍛
鋼
品
及
び
特
殊
鋼
鋳
鋼
品
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
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）
を
製
造
す
る
事
業
（
高
炉
に
よ
る
製
鉄
業
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
五

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
造
業
（
主
と
し
て
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
地
金
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ス
ク
ラ
ッ
プ
か
ら
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製

品
を
製
造
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
六

自
動
車
製
造
業
（
主
と
し
て
乗
用
自
動
車
（
軽
自
動
車
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
製
造
す
る
事
業
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
七

発
電
事
業
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
発
電
事
業

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
八

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
九

内
航
海
運
業
（
内
航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
航
海
運
業

（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
航
運
送
を
す
る
事
業
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
十

航
空
輸
送
事
業
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
航
空
輸
送
事
業
者
が
行
う
事
業
の
う
ち
、
本
邦
内
に
お



- 6 -

け
る
航
空
機
の
運
航
に
係
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

２

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
活
動
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
分
野
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業
活
動
と
す
る
。

一

洋
紙
製
造
業

パ
ル
プ
化
工
程
及
び
製
紙
工
程
（
抄
紙
工
程
、
塗
工
工
程
及
び
仕
上
工
程
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
事
業
活
動
（
た
だ
し
、
情
報
用
紙
の
う
ち
感
熱
紙
及
び
感
圧
紙
の
製
造
に
つ
い
て
は
、
パ
ル
プ
化
工
程
及

び
製
紙
工
程
（
抄
紙
工
程
に
限
る
。
）
に
係
る
事
業
活
動
と
す
る
。
）

二

板
紙
製
造
業

パ
ル
プ
化
工
程
及
び
製
紙
工
程
に
係
る
事
業
活
動

三

ソ
ー
ダ
工
業

ソ
ー
ダ
製
造
工
程
の
う
ち
電
解
工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
電
解
槽
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
製
造
業

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

五

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
業
活
動

イ

エ
チ
レ
ン
そ
の
他
石
油
化
学
系
基
礎
製
品
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

ロ

有
機
化
学
工
業
製
品
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

六

石
油
精
製
業

石
油
精
製
工
程
に
係
る
事
業
活
動
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七

ゴ
ム
製
品
製
造
業

ゴ
ム
製
品
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

八

板
ガ
ラ
ス
製
造
業

板
ガ
ラ
ス
製
造
工
程
の
う
ち
素
板
工
程
に
係
る
事
業
活
動

九

ガ
ラ
ス
び
ん
製
造
業

ガ
ラ
ス
び
ん
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

十

セ
メ
ン
ト
製
造
業

セ
メ
ン
ト
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

十
一

石
灰
製
造
業

生
石
灰
及
び
軽
焼
ド
ロ
マ
イ
ト
の
製
造
工
程
の
う
ち
焼
成
工
程
に
係
る
事
業
活
動

十
二

高
炉
に
よ
る
製
鉄
業

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
業
活
動

イ

高
炉
に
よ
る
銑
鉄
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

ロ

鋼
材
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

十
三

電
炉
に
よ
る
普
通
鋼
製
造
業

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
業
活
動

イ

電
気
炉
に
よ
る
粗
鋼
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
普
通
鋼
製
造
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

鋼
片
か
ら
普
通
鋼
圧
延
鋼
材
を
製
造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

十
四

電
炉
に
よ
る
特
殊
鋼
製
造
業

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
業
活
動

イ

電
気
炉
に
よ
る
粗
鋼
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
特
殊
鋼
製
造
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
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ロ

鋼
片
か
ら
特
殊
鋼
製
品
を
製
造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

十
五

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
造
業

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
業
活
動

イ

半
製
品
（
ス
ラ
ブ
及
び
ビ
レ
ッ
ト
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

ロ

半
製
品
か
ら
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
品
を
製
造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

十
六

自
動
車
製
造
業

乗
用
自
動
車
の
塗
装
工
程
（
乗
用
自
動
車
の
車
体
（
バ
ン
パ
ー
を
除
く
。
）
の
塗
装
工
程
に
限
る
。

）
に
係
る
事
業
活
動

十
七

発
電
事
業

発
電
に
係
る
事
業
活
動

十
八

貨
物
自
動
車
運
送
事
業

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
事
業

用
自
動
車
で
あ
っ
て
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
（
貨
物
の
運
送
に
必
要
な
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
よ
る
貨
物
の
運
送
に
係
る
事
業
活
動

十
九

内
航
海
運
業

主
と
し
て
鋼
材
（
そ
の
原
材
料
及
び
副
産
物
を
含
む
。
）
の
運
送
に
係
る
事
業
活
動

二
十

航
空
輸
送
事
業

航
空
機
の
運
航
に
係
る
事
業
活
動

（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
の
移
行
計
画
）
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第
三
条

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る

計
画
書
を
届
出
年
度
の
九
月
末
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

二
酸
化
炭
素
（
事
業
活
動
に
伴
う
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
又
は
熱
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
気
又
は
熱

の
供
給
に
係
る
二
酸
化
炭
素
を
含
む
。
）
の
排
出
量
に
関
す
る
事
項

二

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
投
資
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
関
す
る
計
画
の
内
容
及
び
期
待
効

果
に
関
す
る
事
項

（
移
行
計
画
の
公
表
）

第
四
条

法
第
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
同
条
第
一
項
の
移
行
計
画
の
提
出
後
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



 

別記様式（第３条関係） 

 

移行計画書 

 

年  月  日   

 

      殿 

 

  住 所           

名 称          

                             代表者の役職及び氏名          

 

 

 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第 73条第１項の規定により

次のとおり提出します。 

 



 

Ⅰ 二酸化炭素の排出量に関する事項 

１．前年度の二酸化炭素の排出量 

直接排出量 
（t-CO₂） 

 

間接排出量 
（t-CO₂） 

 

合計量 
（t-CO₂） 

 

 

２．二酸化炭素の排出量の目標 

 年度 年度 年度 年度 年度 

直接排出量 
（t-CO₂） 

     

間接排出量 
（t-CO₂） 

     

合計量 
（t-CO₂） 

     

削減率 
（％） 

     

 

Ⅱ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画 

１．脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画の

内容及び期待効果 

内容 
該当する 
工場等 

着手時期 
完了時期 

排出削減効果 
（t-CO₂/年） 

新規 
追加 

     

      

     

     

     

     

     

  



 

２．脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する研究開発の内容 

出願番号・GX技術区分又は 
GI基金のプロジェクト名 

内容 
研究開発費用 

（円） 

   

    

   

 

３．その他脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する取組に関する事項 

 

 

４．前年度の計画との比較 

変更又は削除した計画の内容 
該当する 
工場等 

変更又
は削除 

変更又は削除した理由等 

    

    

    

    

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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